
公益社団法人東洋療法学校協会 

２０２６年度教育振興研究等助成事業（再公募）のご案内 

 

本協会では、２０２６年度教育振興研究等助成事業について再公募を実施いたします。 

応募を希望される団体等におかれましては、本案内をご確認のうえ、所定の手続によりお申し

込みください。 

 

１．事業の目的 

本助成事業は、公益社団法人東洋療法学校協会（以下「本協会」という。）の定款第３条に

定める目的に合致する事業として、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の教育振興

研究等の推進に寄与する公益目的事業を行う団体等に対し、その事業に要する経費の一部を

助成し、当該分野の発展に資することを目的とします。 

 

２．助成事業名 

  公益社団法人東洋療法学校協会 ２０２６年度教育振興研究等助成事業 

 

３．交付対象 

本助成事業の交付対象は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の教育振興研究等

に寄与する公益目的事業を行う団体等とします。 

ここで「団体等」とは、公益法人、一般法人、学校法人その他公益性を有する任意団体を

いい、営利を目的とする法人及び個人は除きます。 

 

４．助成対象事業 

本助成事業の対象は、次の各号のいずれかに該当する事業又は研究であって、社会的意義

が高く、かつ先駆的又は開拓的な事業を優先します。 

 （１）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の教育振興に関する分野 

 （２）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の学術向上に関する分野 

 （３）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の調査研究に関する分野 

 （４）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の研修内容の充実に関する分野  

 （５）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る用語等の標準化に関する分野 

 （６）その他本協会が実施する事業の目的を達成する分野 

 

５．助成金額及び助成率 

（１）本助成事業の総額は、３００，０００円とします。 

（２）助成率は、助成対象経費として認められた額の１０分の１０以内とします。 

（３）助成金額は、助成金選定委員会における審査結果を踏まえ、予算の範囲内で決定します。 

    なお、助成金の交付額は審査結果に基づき決定するため、申請額どおりの交付を保証す

るものではありません。 

    また、審査の結果、不採択となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

６．助成対象期間 

   助成対象事業の実施期間は、交付決定日から２０２７年３月３１日までとします。 

 

７．申込手続 

 （１）申込方法 

次の書類３点を、提出先へ郵送により各１部を提出してください。 
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〔提出書類〕 

・２０２６年度 教育振興研究等助成金申込書（添付書類を含む） 

・２０２６年度 教育振興研究等助成事業計画書（様式第２号の１） 

・２０２６年度 教育振興研究等助成事業所要額予定内訳書（様式第２号の２） 

 

〔助成対象経費〕 

申請された事業又は研究の遂行に直接必要となる経費を対象とします。 

（例：報酬、賃金、諸謝金、旅費、消耗品費、食料費（会議等に伴うもの）、会議費、

印刷製本費、役務費、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等） 

 

〔経費の取扱い〕 

助成対象経費は、申請された事業又は研究の遂行に直接必要な経費とします。 

なお、その助成対象の可否については、必要性、妥当性及び事業目的との関連性を踏

まえ、個別に判断します。 

 

（２）申請受付期間 

２０２６年７月３１日（金）消印有効 

 

（３）提出先 

公益社団法人東洋療法学校協会 事務局 

〒105-0013 

東京都港区浜松町１－１２－９ 第１長谷川ビル４階 

  電話 ０３－３４３２－０２５８ 

 

８．審査及び交付決定 

（１）助成金選定委員会において申請内容を審査します。 

（２）審査結果を踏まえ、交付予定額を内示します。（１０月上旬予定） 

（３）内示を受けた団体等は、交付申請手続として、内示と併せて送付する事業計画書兼交付

申請書（様式第２号）及び振込口座指定書（様式第３号）を提出してください。（１０月

下旬予定） 

（４）提出書類の確認後、会長の決裁をもって交付決定を行います。（１１月中旬予定） 

 

９．助成金の交付 

助成金は、交付決定通知後、団体等に交付します。（１２月上旬予定） 

 

１０．成果の報告及び公表 

（１）助成を受けた団体等は、本協会に対し、事業成果の報告を行ってください。 

（２）助成対象事業又は研究の成果は、原則として学会等で発表するとともに、本協会会報等  

へ掲載してください。 

（３）当該成果を学会等で発表する場合には、本協会の助成を受けた旨を明記してください。 

（４）発表にあたっては、事前に本協会の承認を得てください。 

 

１１．事業の変更 

助成対象事業の内容を変更しようとする場合は、事前に変更承認申請書を提出し、本協会の

承認を受けてください。 
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１２．実績報告 

助成を受けた団体等は、事業完了後速やかに実績報告書及び収支決算書を提出してください。 

最終提出期限は、２０２７年４月３０日（必着）とします。 

 

１３．要綱等との関係 

  本ご案内は、公益社団法人東洋療法学校協会教育振興研究等事業助成金交付要綱及び同取扱

細則に基づき運用します。 

なお、本案内に定めのある事項については、本案内の規定が適用されます。 

 

１４．その他 

（１）本協会は、必要に応じて実地調査を行うことがあります。 

（２）本事業により取得した物品の管理及び処分については、一定の制限があります。 

 

 

■年間スケジュール（予定） 

日  程 内    容 

２０２６年   ６月中旬 

         

 本助成事業の案内 

２０２６年  ７月３１日 助成金申込書等の提出（７．（１）に記載するもの）※ 

２０２６年   ９月上旬 助成金申込書の書類審査（助成金選定委員会） 

２０２６年  １０月上旬 助成金内示額通知 

２０２６年  １０月下旬 事業計画書兼交付申請書（様式第２号）及び振込口座指定書 

（様式第３号）の提出 ※ 

２０２６年  １１月中旬 助成金交付決定通知 

２０２６年  １２月上旬 助成金交付 

２０２７年  ４月３０日 実績報告書及び収支決算書の提出 ※ 

２０２７年   ５月上旬 助成金交付確定通知 

２０２７年   ５月上旬 助成金の返還（確定により返還金が生じる場合） ※ 

随 時 研究申請内容等に変更がある場合、事業内容変更承認申請書を

提出 ※ 

※申請団体等が行う手続き 

 


